
16．農地の権利を取得する法人の種類

法人の性格

法人の要件

経営方針
の決定

懸念払拭措置

○ 農地法上、法人による農地の権利取得は、農地所有適格法人と一般法人（リース方式）の２類型を規定

○ 農地の所有は、農業関係者が地域で協同して農業を営む性格を有する農地所有適格法人に限定

○ 農地の貸借は、農地所有適格法人以外の一般法人でも可能

○ 農業関係者が地域で協同して農業を営むという性格を
有する法人

〇 議 決 権 ：農業関係者が議決権の過半

〇 法人形態 ：株式会社（非公開会社）、
持分会社等

〇 事 業 ：売上高の過半が農業・関連事業
（加工販売等）

〇 役 員 ：①役員の過半が農業に常時従事

②役員又は重要な使用人の1人以上が
農作業従事

農地所有適格法人
（農地を所有できる法人）

○ 上記の要件を欠いた場合、国が買収

○ 農業関係者の意向が経営に反映

一般法人（リース方式）

○ 経営の柱が農業分野以外の法人

○ 農地を不適正に利用した場合、所有者に賃
借地を返還

〇 株式の譲渡自由

〇 役員又は重要な使用人の１人以上が農業に
常時従事

○ 農外関係者の意向が経営に反映

（参考）議決権要件に係る農地法改正の経緯

①農業関係者以外の議決権は1/4以下

②一の農業関係者以外の議決権は1/10以下

①原則同左

②廃止

・農業関係者以外の議決権は1/2未満
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（参考）第１回研究会資料抜粋
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